
入
事
務
、
支
出
事
務
、
契
約
事
務
、
財
産

管
理
、
経
営
管
理
、
事
務
管
理
に
つ
い
て

監
査
し
た
結
果
、
概
ね
良
好
な
事
務
処
理

が
な
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

監
査
事
務
局
☎
内
線
３
５
６

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が

変
わ
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
被
保
険
者
の
皆

様
の
医
療
費
の
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
、
２
年

ご
と
に
保
険
料
率
の
見
直
し
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
４
・
５
年
度
の
保

険
料
率
が
、
表
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
国
保
係

　

☎
32

－

1
1
1
3

　

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
９
９

－

2
0
6

－

1
3
2
9

お
知
ら
せ

教
育
委
員
会
定
例
会

　

垂
水
市
教
育
委
員
会
は
、
教
育
に
関
す

る
重
要
な
事
項
を
定
例
会
や
臨
時
会
で
決

定
し
ま
す
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
活
動
へ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
会

議
を
原
則
公
開
し
て
い
ま
す
。

■
開
催
日
程

　

４
月
12
日
（
火
）

　

５
月
９
日
（
月
）

　

６
月
９
日
（
木
）

　

７
月
11
日
（
月
）

　

８
月
８
日
（
月
）

　

９
月
８
日
（
木
）

　

10
月
７
日
（
金
）

　

11
月
８
日
（
火
）

　

12
月
８
日
（
木
）

　

１
月
10
日
（
火
）

　

２
月
９
日
（
木
）

　

３
月
10
日
（
金
）

■
場
所　

垂
水
市
市
民
館

※
８
月
８
日
は
「
移
動
教
育
委
員
会
」
と
し

　

て
水
之
上
小
学
校
で
開
催
予
定
で
す
。

※
日
程
・
場
所
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。

■
時
間　

午
後
２
時
～

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
教
育
総
務
課

　

庶
務
係
☎
32

－

7
2
1
1 ■傍聴方法

①開催時間５分前までに教育総務課へお越しください。
②希望者が６人を超えた場合は、抽選となります。
※協議内容により非公開となる場合があります。

窓
口
手
数
料
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
が
利
用
可
能
で
す

　

令
和
４
年
２
月
か
ら
市
役
所
本
庁
市
民

課
窓
口
で
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
を
利
用
し

た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
４
月
か
ら
両
支
所
を
除
き

各
窓
口
で
の
手
数
料
や
使
用
料
の
お
支
払

い
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

■
利
用
で
き
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

　

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
（
ペ
イ
ペ
イ
）

■
注
意
事
項　

・
事
前
に
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー　

　

ル
と
対
応
す
る
口
座
の
登
録
も
し
く　

　

は
チ
ャ
ー
ジ
が
必
要
で
す
。

・
一
括
払
い
の
み
利
用
可
能
で
す
。

・
現
金
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
窓
口
で
の
チ
ャ
ー
ジ
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
領
収
書
が
必
要
な
場
合
は
、
お
支
払
い
の

　

前
に
窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
支
払
い
窓
口
へ
お
尋
ね
く

　

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

会
計
課
会
計
係
☎
内
線
１
３
４　

令
和
３
年
度
定
期
監
査
の
結
果

　

地
方
自
治
法
第
１
９
９
条
第
４
項
お
よ

び
第
９
項
に
基
づ
き
「
定
期
監
査
」
結
果

を
公
表
い
た
し
ま
す
。

■
監
査
対
象

　

市
長
事
務
部
局
、
議
会
事
務
局
、
教
育

委
員
会
事
務
局
、
農
業
委
員
会
事
務
局
、

監
査
事
務
局
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
、

消
防
本
部
、
消
防
署
、
各
消
防
分
団
、
市

内
各
小
中
学
校

■
実
施
期
間

　

令
和
３
年
10
月
５
日
～

　

令
和
４
年
１
月
27
日

■
監
査
対
象
年
度

　

令
和
３
年
度
事
務
事
業
全
般

■
監
査
内
容

　

事
務
分
担
、
予
算
執
行
状
況
、
業
務
実

施
お
よ
び
実
績
報
告
書
、
工
事
執
行
状
況
、

課
内
状
況
に
つ
い
て

■
監
査
方
法

　

監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
前
項
の
監
査
内

容
に
基
づ
き
予
め
資
料
の
提
出
を
求
め
、

担
当
職
員
の
説
明
を
聴
取
の
上
、
行
政
の

事
務
事
業
の
合
理
化
と
財
源
の
効
率
的
な

執
行
に
つ
い
て
検
証
す
る
と
と
も
に
、
事

務
処
理
の
簡
素
化
並
び
に
経
費
の
節
減
等

に
つ
い
て
監
査
し
た
。

■
監
査
結
果

　

所
掌
事
務
の
う
ち
予
算
執
行
事
務
、
収

内訳 変更前
（令和２・３年度）

変更後
（令和４・５年度）

均等割額 55,100 円 56,900 円

所得割率 10.38% 10.88%

年間負担
限度額 64 万円 66 万円

▼後期高齢者医療保険料率の改定内容

令
和
３
年
度
分

健
康
ポ
イ
ン
ト
の
交
換
開
始

　

令
和
３
年
度
に
交
付
さ
れ
た
「
垂
水
市

健
康
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
」
に
ポ
イ
ン
ト
が

５
ポ
イ
ン
ト
以
上
貯
ま
っ
て
い
る
方
は
、

垂
水
ス
タ
ン
プ
会
商
品
券
と
交
換
で
き
ま

す
の
で
、
交
換
期
間
内
に
お
越
し
下
さ
い
。

■
交
換
期
間

　

令
和
４
年
５
月
17
日
（
火
）
～　

　

令
和
４
年
９
月
30
日
（
金
）
ま
で

■
交
換
場
所

　

本
庁
市
民
課
国
保
係
・
牛
根
支
所
・
新

城
支
所
（
平
日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分
）

■
ポ
イ
ン
ト
交
換
に
必
要
な
も
の

①
令
和
３
年
度
健
康
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド

　
（
み
ど
り
色
の
カ
ー
ド
で
す
）

②
健
康
保
険
証
等
の
本
人
確
認
書
類

※
「
健
康
づ
く
り
の
取
組
」
を
行
っ
た
場

合
は
、
健
診
結
果
表
等

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
国
保
係
☎
内
線
１
４
０

▲令和３年度
　健康ポイントカード

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
ご
案
内

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
は
お
客
様
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
ご
自
身
の
年
金
の

情
報
を
手
軽
に
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
24
時
間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
ご
自
身
の

年
金
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
出
来
る
こ
と

・
ご
自
身
の
年
金
記
録

・
将
来
の
年
金
見
込
額

・
受
給
に
関
す
る
各
種
通
知
書

　
（
年
金
振
込
通
知
書
等
）
な
ど

■
利
用
方
法

　「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
の
ご
利
用
に
は
、

ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ
の
取
得
（
ご
利
用
登
録
）
ま
た

は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
の
連
携
が
必
要
で

す
。
ご
利
用
登
録
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号

が
確
認
で
き
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
市
民
係

　

☎
内
線
１
６
３

　

鹿
屋
年
金
事
務
所
☎
42

－

5
1
2
1

日本年機構HP
▼

行
政
相
談
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事
や

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
疑
問
・
苦
情

や
意
見
・
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

垂
水
市
で
は
、
総
務
大
臣
委
嘱
の
行
政

相
談
委
員
を
設
け
、
相
談
者
へ
の
助
言
や

関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
改
善
の
申
し
入

れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
行
政
相
談
委
員　

神
柱
利
雄
氏

■
相
談
料　

無
料

※
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
相
談
係
☎
32

－

１
２
９
５

開設日 時間 場所

4/22（金） 10/ 7（金）

午前 10 時
～正午

（２時間）

垂水市
市民館

5/ 6（金） 11/ 4（金）

6/ 3（金） 12/ 2（金）

7/ 8（金） 1/ 6（金）

8/ 5（金） 2/ 3（金）

9/ 2（金） 3/ 3（金）

▼行政相談所開設日程

特
設
人
権
相
談
所

　

垂
水
市
で
は
特
設
人
権
相
談
所
を
年
に

６
回
開
設
し
ま
す
。
人
権
問
題
で
お
困
り

の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
相
手
【
人
権
擁
護
委
員
】
と
は

　

相
談
に
は
、
垂
水
市
長
が
推
薦
し
、
法

務
大
臣
が
委
嘱
し
た
人
権
擁
護
委
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。
委
員
は
問
題
解
決
の
お

手
伝
い
や
、
人
権
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
相
談
料　

無
料

※
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
相
談
係
☎
32

－

１
２
９
５

開設日 時間 場所

4/12（火）

午前 10 時
～午後３時

※昼食時間
（正午～１時）

  は除く

垂水市市民館

6/14（火） 垂水市市民館

8/ 9（火） 新城地区公民館

10/11（火） 牛根地区公民館

12/13（火） 垂水市市民館

2/13（月） 水之上地区公民館

▼特設人権相談所開設日程
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